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・  報告書中の表の合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致しない

場合がある。 
・  文中の【指摘】は外部監査の結果に係ることであり、【意見】は外部監査の結果

に添えて提出するものである。 
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包括外部監査の結果報告書 
 
第１ 外部監査の概要 
 
１．外部監査の種類 

地方自治法第252条の37第1項及び第2項に基づく包括外部監査 
 
２．選定した特定の事件（テーマ） 
 

（1）外部監査の対象 
延滞貸付金に関する管理事務執行状況について 

 

（2）外部監査対象期間 
平成15年度（但し、必要に応じて過年度に遡り、また平成16年度予算額も

参考とする。） 
 
３．特定の事件（テーマ）を選定した理由 

三重県においては、様々な目的の貸付を行っている。貸付が目的を果たし、か

つ、順調に回収されればなんら問題はないが、実際には延滞貸付金が存在する。

金融機関の延滞債権であれば、経済合理性にもとづき処理を進めることができる

が、公共部門での延滞貸付金は弱者救済・ 経済活性化の観点から、整理回収の促

進の観点のみでは済まされない問題である。しかも、貸付金の回収の成果は歳入

になるので、貸付金の回収結果が財政に与える影響は大きい。 
このような実情から判断して延滞貸付金の管理が所定の手続を経て適正に執行

されているかどうかを検討する必要があると認めた。 
 

４．外部監査の対象とした機関 
外部監査の対象とした機関は以下の通りである。 

 
生活部・ 健康福祉部・ 環境森林部・ 農水商工部・ 教育委員会 
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５．外部監査の方法 
（1）監査の要点 
① 延滞先の状況把握は適切になされているか。 
② 延滞債権の管理に関して要綱等が適切に整備されているか。 
③ 延滞債権に対して法令・ 要綱に従い適時適切な対応がなされているか。 
④ 延滞債権を発生させる要因として当初の貸付審査や融資後の対応に問題はなかっ

たか。 
 
（2）実施した主な監査手続 
① 各貸付金の入･出金の管理状況の検証。 

 各貸付金の入･出金の記録が、三重県の決算書と一致していることを検

証した。 
 各貸付金の前年度からの繰越残高･当年度貸付額・ 当年度回収額・ 当年

度不納欠損処理額・ 当年度繰越残高の集計が適切になされていることを

検証した。 
その他、（1）に列挙した監査要点の立証のために適宜関係書類の閲覧、担

当者へのヒアリングを実施した。 
 

② 繰越額のうち延滞金額が平成15年度において合計10,000千円以上の貸付事業につ

いて主に以下の資料を入手し閲覧を実施した。 
 実施要綱 
 施行規則 
 延滞先の融資決裁関係資料 
 延滞先の回収記録資料 
 延滞先の訪問記録 
 延滞先の県における協議記録 

 

６．外部監査の実施期間 
 

平成16年7月9日から平成17年1月31日まで 
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７．外部監査人補助者の資格と人数 
 

公認会計士      7名 
会 計 士 補      1名 
弁 護 士   1名 

 
８．利害関係 

 
包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により

記載すべき利害関係はない。 
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第２ 外部監査対象の概要 
 

１．貸付金の概況 
（1）地方公共団体で実施する貸付事業の意義  

地方公共団体における貸付事業は、第1に財政的政策の一環といえる。そ

の対価を要求しない補助金と異なり、将来償還を予定している貸付金はより

政策的にかつ広範囲に実施しうる。 
第2に公益事業を促進する事業である。地方公共団体としての県の使命は

その地域経済の基礎を成す産業の振興を図り、県民の雇用を維持しその経済

状態の維持と向上を実現すること、そしてその構成主体である諸個人の困窮

状態を克服しその福祉を向上させることである。 
 

三重県における貸付事業もこのような意義に沿って主に以下の政策目的に

基づき展開されている。 
 

① 農林水産業を支える生産・ 経営基盤の充実、次世代を支える担い手の確保など新

規参入や規模拡大を促し、農林水産業の発展を目的とする貸付。 
② 信用力・ 資金調達力が弱い中小企業者に対し適時に必要資金を貸し付けることに

より中小企業の経営基盤の強化を図り、地域経済の活性化や雇用創出を支える主

体として活発な企業活動の達成を目的とする貸付。 
③ 低所得世帯や高齢者・ 障害者世帯などを対象とし、県民の生活向上を目的とする

貸付。 
④ 公社や公的サービス色の強い事業を展開する事業者に対する貸付を実施し、公共

の利益の円滑な確保を目的とする貸付。 
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① 貸付時の要点 
（a） 相手先からの借入申請書等を入手し、借入の理由・ 必要性を検討す

る。 
（b） 契約書が不完全であると正規の契約書ではないと見られる場合がある

ため、完全な形で作成する。 
（c） 貸付金の元本保全の手続をとる。 
（d） 回収金額や弁済方法は借り手側の資金事情を十分に考慮して決定す

る。 
（e） 貸付金台帳を作成する。 

② 回収時の要点 
（f） 回収の際には領収書（あるいは納入済通知書）を発行し、その控えを

内部に残すとともに、その証憑を基に貸付金台帳へ記入する。 
（g） 元本と利息の回収が契約に基づき規則正しく行われることを確保する

ため、貸付金台帳を整備し、台帳に基づいてチェックを行う。 
 
以上の要点は民間における貸付と地方公共団体における貸付とで異なると

ころはないが、地方公共団体における貸付においてはその特性からさらに次

の点に留意が必要である。 
 （a）に関連して、地方公共団体の貸付事業はその政策目的から一般に民間

よりも利率や返済条件の点で優遇されているものが多いため、借入目的を

偽って申請する者が出る危険性がある。借入目的が政策目的に合致している

かについて十分に留意するとともに、貸付後も借入目的どおりに運用してい

ることを継続的に確認する。 
 

（2）地方自治法上の債権としての貸付金管理の要点 
以上の留意点に加え、地方公共団体の貸付金は地方自治法上の債権（地方

自治法第240 条第1項）としての規定が設けられており、規定に従った取扱

が必要となる。 
まず、地方公共団体の債権に対しては地方公共団体の長は以下の措置を講

ずることを義務付けられている。 
① 督促…債権について履行期限までに履行しないものがあるときは期限を指定して

これを督促しなければならない。 
② 強制執行等…督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、

徴収停止をする場合・ 履行期限を延長する場合・ その他特別の事情があると認め
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る場合を除き、担保権の実行の手続き・ 保証人に対する履行請求・ 債務名義のあ

る債権に対する強制執行・ 訴訟手続による履行請求の措置をとらなければならな

い。 
③ 履行期限の繰上げ…債権について履行期限を繰り上げる理由が生じたときは、遅

滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。具体

的には、（a）債務者が破産の宣告を受けたとき（b）自ら担保をき滅し又はこれ

を減少したとき（c）担保に供する義務を負いながらこれを提供しないとき等、債

務者が法令の規定又は契約により期限の利益を喪失した場合は速やかに履行期限

繰上げの手続きをとらなければならない。 
④ 債権の申出等…債務者が強制執行又は破産の宣告を受けることを知った場合にお

いて、法令の規定により当該地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権

の申出ができるときは直ちにその措置を講じなければならない。 
 

 一方、地方公共団体の長は債権に対して以下の措置を講ずることが認められてい

る。 
⑤ 徴収停止…地方公共団体の長は、債務者の所在が不明であり、かつ差し押さえる

ことができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他こ

れに類するとき等は、担保及び証拠物件等の保存以外の債権の保全及び取立てを

要しないものとして、いわゆる棚上げの整理を行うことが認められている。 
⑥ 履行延期の特約等…地方公共団体の長は債務者が無資力又はそれに近い状態にあ

るとき等は、債権保全上適切な措置を講ずることを条件として、契約又は行政処

分によって定まった履行期限を事後において延長することができる。 
⑦ 免除…上記⑥に従い履行延期の特約をした貸付金について、一定の要件を満たし

たものについては当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができ

る。 
 ただし、上記⑤～⑦の措置は強制徴収により徴収する債権は対象とならない。 
 上記の規定を踏まえ、地方公共団体における貸付金管理はかかる措置を適時適切

に講じるために次の点への留意が必要となる。 
（ｱ）延滞発生後、適時適切な措置を講ずるため、取扱を明確に記載したマ

ニュアルを作成する。 
（ｲ）履行期限の繰上げ・ 債権の申出の機会を逸することがないよう、定期

的に債務者の状況を把握する。 
（ｳ）債務者保護の観点から徴収停止・ 履行延期の特約・ 免除等の措置が一

定の条件のもと認められていることを理解し、債務者が要件を満たし
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ているか否か十分留意する。 
（ｴ）強制執行等に際しては一般債権者との折衝も必要となる場合が多く、

専門的知識が要求されることから、随時専門家のアドバイスが得られ

る体制を構築する。 
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農業改良資金制度は農業改良資金助成法に基づき、農業者が農業経営の改

善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営

を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方

式を導入することを支援するため、農業者等に対し融資する制度である。 
農業改良資金制度は特別会計で運営され、この特別会計においては一般会

計からの繰入金、国からの借入金、農業改良資金の償還金を主な歳入とし、

貸付金等、借入金の償還金、一般会計への繰入金、貸付に関する事務費等を

もって主な歳出とする。 
国は各年度において都道府県が行う貸付事業の財源として必要な資金に3

分の2を乗じた額から、前年度までの国からの貸付金の額等を基礎として農

林水産大臣が算定した額を控除した額を無利子で当該都道府県に貸付ける。

都道府県は国からの借入金を償還したときは、当該償還金の額に対応する一

般会計からの繰入金の額として算定される額以内の額を特別会計から一般会

計に繰り入れることができる。 
現在の貸付はすべて転貸によっている。なお、現在発生している延滞金は

すべて直貸方式による貸付時のものである。従って、意見は主に直貸による

貸付制度下のものであるが、転貸後も三重県内の農業協同組合が代位弁済を

受けた額が跳ね返り県の負担となる可能性や、三重県農業信用基金自体の財

政基盤が脆弱となることによって県が追加の出えんを負担する可能性がある

ため、三重県内の農業協同組合の延滞債権管理においても以下の意見につい

て検討することが必要である。 
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い担当普及員に判断を委ねることは弾力的な判断を行うという意味で有益な部分

もあるが、担当普及員ごとにその能力・ 判断基準は異なる。明確なチェックリス

トやガイドラインを作成し、事業計画の妥当性・ 貸付金の回収可能性の統一的基

準による判断を確保することが望まれる。 
同様に、貸付の適否を判断する前提として本人及び連帯保証人の農業改良資金

に関する金融上の意見を農協から得ているが、適否欄に丸をつけるのみであり、

適否の判断過程が添付されていない。この点、県としては金融上の問題は農協の

意見を全面的に信頼する姿勢をとっており、県からの判断基準は特に示していな

かったということであるが、延滞により被害を蒙るのは県側である以上、少なく

とも判断根拠を確認することが望まれる。 
 

融資後の手続 
① 債務者の経営状況の把握を定期的に行っていなかった。【意見】 

債権保全の観点からは、債務者の決算書を定期的に入手し経営状況を把握する

必要がある。しかし決算書の入手は直貸の制度下では全く行われていなかった。

帳簿類を作成していない農業者が多く現実的に決算書の入手が困難であるという

事情はあるが、債務者に帳簿作成を促し、事業計画の達成度合いを認識させるこ

とも経営指導の重要なファクターである。なお、この点について、転貸による貸

付方式に移行後は毎期債務者の決算書を入手するよう改善されたが、過去に直貸

により貸し付けた債権で現在残高のあるものに関しても、延滞の有無に関わらず

帳簿作成を促し、定期的に決算書を入手することが望まれる。 
 

② 債務者の不動産の処分状況の把握を定期的に行っていなかった。【意見】 
債務者の不動産の処分状況や他の債務についての情報は、強制執行を含めた返

済可能性を検討する段階でしか入手されていない。そのため、処分可能な資産を

調査する段階では既に多重債務者となっており、強制執行を行ったところで県が

得られるものは何もないという状況に陥っているケースもみられた。債務者の不

動産処分状況についても延滞発生後は定期的に入手することが望まれる。 
 

③ 分割回収している間においては現住所等の調査を実施していなかった。【意見】 
すべての債権について、据置期間内または分割回収が行われているうちは現住

所等の調査を実施している形跡が見られなかった。延滞が発生して初めて調査に

赴き、既に債務者が行方不明となっているケースが1件確認された。また、連帯

保証人から分割回収を行っているケースで、連帯保証人からの支払が途切れても
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何ら対応した形跡がみられないものが2件確認された。うち1件は平成11年12月
を最後に支払のないものであり早急な対応が望まれる。据置期間内からの定期的

な現住所の調査が望まれる。 
        

④ 債務者の事後的な支援体制が不完全である。【意見】 
農業改良資金の目的には新規就農者及び経営規模拡大の支援という趣旨があ

り、審査に際しては融資時の返済能力の有無のみではなく事業計画を踏まえた総

合的判断が必要である。しかし、融資時に事業計画を信頼して融資したとして

も、定期的に事業計画の達成率を確認していくことは必要であったと考えられ

る。貸付後のフォローとしては各県民局普及センターの担当普及員が適宜訪問し

て経営・ 技術指導を行うこととなっていたが、普及員の不足もあり、定期的に全

件訪問できる状況ではなかった。 
実際、延滞発生後訪問したところ本人は既に経営を放棄し行方不明となってい

たケースも認められた。特に新規就農者であれば当然経営破綻のリスクも高く、

債務者が早々に挫折する可能性もあるため貸付以後のフォローの必要性も高い。

普及員は貸付資金の運用効果を高めるためにも、貸付先については優先的に経営

指導を行うことが望ましい。 
また、貸付事業の政策目的を最大限に発揮するためにも、事後フォローに関し

ては県及び農協等の各関係機関の協力を強化して対応することが望まれる。例え

ば、関係機関が連携し、債務者の実績をフィードバックして債務者の経営状況・

信用リスクについて定期的に評価し、評価に応じて経営指導の回数・ 内容や新た

な支援の展開について決定していくといった体制を構築することが望まれる。 
 

延滞後の手続 
① 一部の連帯保証人としか交渉していなかった。【意見】 

600万円以上の延滞債権を発生させているC氏について、連帯保証人2名のうち

1名の連帯保証人から月3万円を徴収しているが、残り1名との交渉の形跡はな

かった。また、700万円以上の延滞債権を発生させているD氏についても連帯保

証人2名のうち1名は強い態度で返済を拒否しており、徴収していない。他1名は

返済資力に欠けるため回収を保留している。 
連帯保証人との交渉については、返済資力という観点よりも支払に対する姿勢

という観点から回収方法を決定しているように見受けられる。わずかな資力しか

もたない連帯保証人からわずかな金額を分割回収しているため回収が長期にわ

たっているケースも多い。すべての連帯保証人について資力を調査する必要があ
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る。また、連帯債務の意味について貸付時に十分説明するとともに、心情的理由

からの支払拒否に対しては法的手段に訴えるなど、厳格な態度を示すことが望ま

れる。  

 
② 回収が長期にわたっており、債権の完全な回収が困難である。【意見】 

連帯保証人から分割回収を受けているものの、現在の回収状況から鑑みて完済

までに長期（50年以上）を要すると予想されるものが4件26,342千円認められ

た。これらの債権は完全な回収が困難と予想される。債権回収計画を見直して回

収不能見込額を算定し、回収不能部分については不納欠損処理を行うことが望ま

れる。 
平成13年度包括外部監査でも当該意見に類似する意見があり、これに対して県

は、かかる債権については状況を精査し法的手段を含め適切に対応するととも

に、法的措置を適切に実施する前提として債権管理委員会を設置する旨を表明し

ている。しかし、債権管理委員会が設置されたものの、平成15年度までは債権の

処理状況に改善は確認できなかった。今後は債権管理委員会を活用し、適切な対

応が図られることが望まれる。 
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通りに当初から連帯保証人を確保すべきであった。 
 
融資後の手続 
① 債務者の経営状況を把握する手続を定めることが望まれる。【意見】 

融資後に、債務者の経営状況を把握する手続きが定められていなかった。この

点については一部の債務者については経営状況報告書を入手するよう平成15年度

に要綱及び内規が改正されているが、今後は少額の債務者を除くすべての債務者

から経営状況報告書を入手するよう手続を定めることが望まれる。 
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審査手続においてだけでなく、融資後の債権管理においても、決算書等を入手

せずに、延滞･不納欠損発生のリスク回避を図ることはできない。融資実施後

も、継続して決算書等を入手し、財務内容の健全度合いを継続的に診断し、不納

欠損のリスク度合いに応じてランク付けすることも重要である。担当部署では債

務者からの決算書等の提出に遅延がないかを確認し、債権回収が完了するまでは

決算書等の財務情報を保存しておくべきである。 
 

② 債務者等の不動産の処分状況等の把握を定期的に行っていなかった。【意見】 
設備近代化資金貸付金は、1,500万円未満は無担保の融資であることから、債

務者等の不動産の処分状況について、競売や譲渡の情報を定期的に入手していな

かった。不動産の処分情報の入手に関しても他の債権者に遅れ、追加の担保設定

の機会を逸してしまっている。債務者等に不動産の処分状況を定期的に県に報告

させることを義務付けることが望まれる。 
これについては、平成16年度になって、延滞者の債務者及び連帯保証人の財産

保有状況の一斉調査を実施し、強制執行等の準備をしている段階ではある。普段

から不動産の処分状況の情報を定期的に入手できる体制を構築することが望まれ

る。 
 

③ 貸付金回収の優先順位付けを行い、県の人的資源を効率的に活用し早期回収を図

ることが望まれる。【意見】 
①の財務情報や②の不動産の処分情報を定期的に入手し分析することで、回収

不能のリスクの高い債務者を予測することができる。回収不能のリスクの高い債

務者を優先的・ 重点的に訪問し交渉を行うことで、県の人的資源を効率的に活用

し、債権を早期に回収することが望まれる。 
 

延滞後の手続 
① 債務者への債務通知に遅延利息を含めることが望まれる。【意見】 

遅延利息については、債務者から徴収している場合としていない場合が見受け

られ、その取扱いが統一化されていない。 
債務者への債務通知には金銭消費貸借契約書に記載されている遅延利息も別途

記載し、遅延すると金利負担が重くなるという意識を持たせ、返済する動機付け

に利用することが望まれる。 
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戻ってからは全く実施していなかった。 
融資後から債務者だけでなく連帯保証人全員の財産の定期的な聞き取り調査

や、必要によっては最新の登記簿謄本の入手を実施し、担保余力を定期的に把握

することが望まれる。 
 

② 県の決算審査提出資料と貸付金の管理簿集計表との間に、差異があるべきではな

い。【指摘】 
決算審査提出資料の延滞金額と農水商工部金融室が作成している貸付事業の

「高度化資金償還金収入状況」（貸付金管理簿集計表）の延滞金額とが1,176千円

不一致であった。 
その差異原因は「決算整理期間中に、経理処理では貸付金の回収として処理を

していたが、集計表では、回収として処理しなかったものと、逆に、集計表では

貸付金の回収として処理していたが、経理処理では他の科目の入金扱いとして処

理を行った。」ことによる。県の決算審査提出資料と貸付金の管理簿集計表との

間に、差異があるべきではない。 
 
延滞後の手続 
① 追加融資や償還条件変更は、完済できる計画にもとづくものでなければならな

い。【指摘】 
債務者Ｅに対して最初の融資を昭和63年度に実施したが、平成3年度、8年度、

11年度と同じ中小企業高度化資金で追加融資を実施していた。しかし、平成12年
度に延滞が発生した。 
債務者Ｅは、最後の貸付を申請した時点の決算書を見ると年間償還額を上回る

キャッシュ・ フローはすでにない状況であった。中小企業高度化資金貸付金の手

引に従い、追加融資や償還条件変更は、完済できる計画にもとづくものでなけれ

ばならない。 
 
② 追加融資を行う場合には、貸倒れリスクに応じて追加担保を徴求することが望ま

れる。【意見】 
上記①の債務者Ｅは、最後の追加融資を申請した時点で、年間償還額を上回る

キャッシュ・ フローがなかった。このように借入金の回収が懸念される場合に

は、リスクに応じて連帯保証人からの追加担保の徴求を図るなど、債権の保全を

あらかじめ図ることも望まれる。 
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（5）その他、農水商工部に共通する意見 
 

① 債務者情報の一元管理の範囲の拡大が望まれる。【意見】 
債権管理の観点からは各貸付事業の債務者情報や納税状況等をデータベース化

し一元管理を行うことが有効である。しかし、延滞情報の一元化については一部

の貸付事業で相互に情報の共有化が図られているものの、その範囲は限られてお

り十分とは言えない。債権管理の有効性を高めるためには、県が利子補給を行っ

ている貸付事業についての債務者情報や債務者の納税情報まで一元管理の範囲を

拡大することが望まれる。この点については、個人情報保護法への抵触との関係

で拡大は困難との回答を得たが、三重県個人情報保護条令第7条第2項第6号で

は、個人情報を本人以外から入手できる場合として、「指導、評価、争訟、交渉

等の事務で、本人から徴収したのではその目的を達することができない場合」と

している。むろん、その場合も本人の事前の同意が前提となる。 
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【図表17】貸付金業務フロー  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

注）当該「貸付業務フロー」は高齢者住宅整備資金と障害者住宅整備資金に共通のものである。 
  なお、老人福祉課とは、現在の長寿社会室のことである。 

 
高齢者住宅整備資金制度は昭和49年度に開始され、平成8年度に廃止され

ている。各年度の貸付金額及び、それに対する平成15年度末における延滞元

金の状況は図表18の通りである。 
全体では、延べ約15億円の貸付に対して、平成15年度末現在で約43百万円

の延滞元金があり、2.9％の延滞率となっている。また、個別で見ると、延

滞元金は制度が開始された昭和49年度の貸付金からも生じており、延滞率も

0％から13.3％まで広く分布している。また、償還期限が10年間であるた

め、今後も平成18年度までは回収期限が到来するごとに延滞金額が増加して

いくと推測される。 
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所得証明書など、貸付の申請に関する書類一式が保管されていなかった。返済が

完了するまでは、当然に保管しておくべきものであり、今後は紛失等のないよ

う、適切に管理することが必要である。 
 
② 債務者の所得額が無いにもかかわらず、処分可能資産を検討した履歴が見当たら

なかった。【指摘】 
債務者の所得額がゼロにもかかわらず貸付けているケースが1件あった。所得

が無ければ処分可能資産の状況について把握した上で貸付を行うべきであった

が、それを検討している資料は見当たらなかった。 
 
融資後の手続 
① 「工事の完成に関する書類」として「整備資金増（改）築・ 改造工事完成届」の

無いものがあった。【指摘】 
「工事の完成に関する書類」として「整備資金増（改）築・ 改造工事完成届」

の無いものが5件あった。「工事の完成に関する書類」は、貸付金が目的使用され

たか否かを判断するために必要な書類であり、これが保管されていなければ、貸

付金の適切な使用がなされたのか否かが判断できなくなる。したがって、適切に

保管すべきであった。 
 
延滞後の手続 
① 「滞納整理台帳」への調定額や収納額の記載が適切になされていないものがあっ

た。【指摘】 
「滞納整理台帳」への調定額や収納額の記載が適切になされていないものが6

件あった。「滞納整理台帳」は貸付金の回収管理に不可欠の書類であり、そこに

おける調定額・ 収納額の適切な記載は、回収督促・ 情報収集等を行うための基礎

となるものである。今後の滞納未収金回収管理を適切に行うために、当該サンプ

ルに限らず全ての「滞納整理台帳」について記載の正確性を点検すべきである。 
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障害者住宅整備資金貸付条例施行規則」の規定と異なるものである。 
「納税証明」は納税額の証明をするものであり、直接的に所得額の証明を行う

ものではない。また、「三重県高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付

条例施行規則」の規定では、整備資金貸付申請書の添付書類として「三 申請者

の前年の所得の額についての市町村長の証明書」と明確に記載されており、これ

と異なる取り扱いをしたことになる。 
 
② 「障害者住宅整備資金借用書」に押印されている連帯保証人の印と「印鑑登録証

明書」の印とで異なるものがあった。【指摘】 
「障害者住宅整備資金借用書」に押印されている連帯保証人の印と「印鑑登録

証明書」の印とで異なるものが1件あった。「障害者住宅整備資金借用書」に押印

されている連帯保証人の印と「印鑑登録証明書」の印とで異なるということは、

借用書に記載されている連帯保証人が、本当に連帯保証をしているのかが疑わし

いことになる。借用書について印鑑登録証明書と一致していないものは受理すべ

きではなかった。 
 
延滞後の手続 
① 「滞納整理台帳」への調定額や収納額の記載が適切になされていないものがあっ

た。【指摘】 
「滞納整理台帳」への調定額や収納額の記載が適切になされていないものが1

件あった。「滞納整理台帳」は貸付金の回収管理に不可欠の書類であり、そこに

おける調定額、収納額の適切な記載は、回収督促、情報収集等を行うための基礎

となるものである。今後の延滞債権回収管理を適切に行うために、当該サンプル

に限らず全ての「滞納整理台帳」について記載の正確性を点検すべきである。 
 
② 平成15年度において「年間未収金整理実施計画報告書」が作成されていなかっ

た。【指摘】 
「健康福祉部未収金徴収事務の手引き」第17条にて「各推進機構は、次に掲げ

る報告書を健康福祉部所掌未収金対策連絡会議長に報告しなければらない。」と

規定され、その「報告書」として「年間未収金整理実施計画報告書」「年間未収

金整理実施結果報告書」が含まれているが、平成15年度において「年間未収金整

理実施計画報告書」が作成されていなかった。当該報告書は、延滞債権の徴収管

理を計画的に実施するために必要不可欠のものであり、今後は適切に作成し、そ

れに基づいて適切な徴収管理を実施すべきである。 
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【図表22】貸付金業務フロー 
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⑥ ⑦
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母子寡婦福祉資金は、母子及び寡婦福祉法に基づき、母子及び寡婦世帯に

対して、生活の安定と向上のために必要な措置を講ずることにより、母子家

庭及び寡婦の福祉の向上を図るため、各種資金を無利子または低利（年

3％）で貸付ける制度である。 
また、当該資金は母子及び寡婦福祉法に基づき、特別会計で運営されてい

る。この特別会計においては、一般会計からの繰入金、国からの借入金、福

祉資金貸付金の償還金を主な歳入とし、福祉資金貸付金をもってその主な歳

出とする。 
国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額

の2倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、

当該都道府県に貸付けるものとする。 
都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における

福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金

の償還金の額に、それぞれ下記の第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に

対する割合を乗じて得た額の合計額を、国に償還しなければならない。 
1．国からの借入金の総額（第2項及び第4項の規定により国に償還した

金額を除く。） 
2．前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別

会計に繰り入れた金額の総額（前項の規定により一般会計に繰り入れた

金額を除く。）との合計額 
 

母子寡婦福祉資金については、平成15年度末で延滞件数が貸付契約ベース

で1,083件と多数にわたるため、サンプルを抽出して貸付の状況を把握し

た。サンプルの抽出方法は、つぎの通りである。（金額ベースのカバー率

10.9％、件数ベースのカバー率18.5％） 
（ｱ）全体の中から金額の大きいものを100件選びその中から「資金種

別」の異なる単位で一番大きいものを抽出。 
（ｲ）さらに、その100件の中で金額の大きいものから順に選んで（ｱ）

と合わせて20件になるように抽出。 
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［延滞率の計算］ 
母子寡婦福祉資金貸付金制度の開設以来の延滞率を下記の方法で計算した

ところ、3.8％と推定された。 
前提 
当該貸付金制度では貸付のメニューが多岐にわたること、また、「母子寡

婦未償還額状況表」のデータが元利合計となっていることから、直接的に延

滞率の算定ができないため、下記の方法で概算率を計算した。 
計算方法 
平均的な据置期間・ 償還期間を考慮し（据置期間等に関しては償還が開始

されていないため）、平成15年度から起算して10年以上前（平成5年以前）

に貸付けたものを対象として計算した。 
当該貸付金の累計を「母子寡婦福祉資金貸付状況表」から4,802,745千円

と求めた（A）。 
加重平均利子率を「母子寡婦福祉資金貸付状況表」の元金累計と利子累計

から4.56%（B）と計算した。 
図表24から平成5年以前の貸付金の未償還額を189,201千円（C）と算出し

た。 
（C）に（B）を考慮し、（C）に対応する元金を180,949千円（D）と算出

した。 
（A）に対する（D）の割合を計算し、概算延滞率3.8%を算出した。 
 
母子寡婦福祉資金は平成15年度末で延滞件数が1,083件と多数にわたるた

め、下記図表25の通りサンプルを抽出して回収率の状況を把握した（件数

ベースのカバー率3.0％）。サンプルは、「母子寡婦未償還状況表」（未償還貸

付金に関する貸付番号別明細）のデータを貸付年度順に並べ、サンプル数が

全体の3％（32件）になるように上から33件ごとの等間隔で抽出した。 
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（4）その他、健康福祉部に共通する意見 

 
① 各延滞金額に対して延滞利息を計算し、延滞者に通知することが望まれる。【意

見】 
「高齢者住宅整備資金貸付金」「障害者住宅整備資金貸付金」に関しては「三

重県高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例」第4条4項にて、「延

滞利息は、延滞金額につき年10％とする。」と規定されており、また、「母子及び

寡婦福祉資金貸付金」に関しては借用書において「違約金」の項目で「支払期日

に償還金を納付しなかった場合には、延滞元利金額につき、年10.75％の割合で

違約金を納付します。」と記載されており、それぞれ延滞利息を付すことになっ

ているが、実際には全く延滞金利が計算されてない。延滞金利は延滞に対するペ

ナルティーであり、遅延すると金利負担が重くなるという意識を持たせるよう、

各延滞金額に対して延滞利息を計算し、延滞者に通知することが望まれる。 
 

② 「健康福祉部所掌未収金対策連絡会議」等の組織を活用し、効果の上がる未収金

徴収の実施が望まれる。【意見】 
健康福祉部では、「健康福祉部所管未収金対策基本方針」を定め、未収金対策

の推進体制として、未収金の未然防止と発生債権の回収方法等を検討し、所要の

方策を健康福祉部長に協議のうえ決定、実施指導する機関として「健康福祉部所

掌未収金対策連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）を設置することとしてい

る。また、連絡会議の下で、同会議の所掌事項について詳細に検討するため「健

康福祉部所掌未収金対策連絡会議幹事会」（以下、「幹事会」という。）を設置す

ることとしている。 
しかし、実際には当該二つの機関は常設で活動するものではなく、いままでほ

とんど機能していない。 
そして、連絡会議の下で、同会議の決定した方策を実施し、徴収管理事務を推

進するため、本庁又は地域機関毎に「徴収管理事務推進機構」（以下、「推進機

構」という。）を設置している。推進機構は、実施計画の策定、職員への周知及

び連絡指導調整等の進行管理等を行い、また、それぞれ関連した未収金について

相互の連絡調整を実施するため、必要により合同の委員会または情報交換会を開

催することになっている。しかし、実際は職員の未収金徴収に関する本来業務と

の区別がつかず、組織としての体裁になっていない。 
これら、「連絡会議」「幹事会」「推進機構」を活用し、組織的に、効果の上が
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る未収金徴収を実施することが望まれる。 
 

③  連帯保証人に対する貸付金返済の催告が僅かしか行われていないが、借受人と同

様に催告を実施していくことが望まれる。【意見】 
連帯保証人に対して貸付金返済の催告をしている例も僅かにはあるが、全ての

連帯保証人に対して定常的に実施しているわけではない。連帯保証人に対して、

貸付金の返済を求めることは、法律上なにも問題が無く、債権回収の有効な手段

であることから、これからは借受人とともに連帯保証人に対しても貸付金返済の

催告を実施していくことが望まれる。 
 

④ 現状では強制執行が実施されていないが、機動的に強制執行を実施できる判断基

準を設けることが望まれる。【意見】 
「健康福祉部未収金徴収事務の手引き」にて「悪質な債務者に対しては、必要

に応じて滞納処分または強制執行の実施を検討するものとする。」と記載されて

いるが、いまだかつて、一回も強制執行を実施していない。 
確かに、債務者のうち保健福祉施策対象の弱者が大半であることは事実ではあ

るが、「強制執行」は悪質な債務者から資金を回収するための有効な手段であ

り、借入金の返済を適切に行っている誠実な債務者との公平あるいは誠実に税金

を納付している一般の県民との社会的公平を考慮して、強制執行を状況に応じて

実施すべきではないかと考える（極力、債務者の理解のもとで徴収を図ることに

努め、推進機構の慎重な調査により厳格に行うべきである）。 
この場合、「健康福祉部未収金徴収事務の手引き」にて「悪質な債務者」につ

いて定義をしていないことが問題になる。すなわち、どのような債務者が「悪

質」なのかの判断基準が示されなければ、強制執行の手段に訴えにくくなる。 
「高齢者住宅整備資金貸付金」の場合、80件の滞納件数中、全く返済の無い債

務者が5件と6.3%を占め、また「母子及び寡婦福祉資金貸付金」の場合、同様に

全く返済の無い債務者がサンプルベースではあるが全体の18.8%を占めている。 
例えば、このような債務者を「悪質な債務者」と定義するなど、機動的に強制

執行を実施できる判断基準を設けることが望まれる。 
 
⑤ 金額基準などを設定し、貸付金回収の優先順位付けを行い、限られた人的資源を

有効に活用することが望まれる。【意見】 
現状では、債権の管理的業務は担当職員が行っているが、電話督促等は嘱託職

員2名が中心となって行っており、限られた人員で健康福祉部の貸付金の滞納整
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理が実施されている。したがって、効率的に債権回収業務を行わなければ効果は

上がらないため、滞納整理の重点化を図る必要がある。これには、金額基準ある

いは滞納年数基準などを設定し、貸付金回収の優先順位付けを行い、限られた人

的資源を有効に活用することが望まれる。 
 
⑥ 滞納整理業務について、「緊急地域雇用創出特別基金事業」が平成16年度で終了

することから、少なくとも現状の体制から後退しないようにすることが望まれ

る。【意見】 
現在、貸付金の滞納整理は実質上「緊急地域雇用創出特別基金事業」により雇

用した嘱託職員が中心となって行っている。この制度は、国が都道府県に対して

「緊急地域雇用創出特別交付金」を交付して基金を造成し、各地域の実情に応じ

て、各都道府県及び市町村の創意工夫に基づいた事業を実施し、公的部門におい

て緊急かつ臨時的な雇用や就業機会を創り出す制度である。この制度も平成16年
度で終了することから、滞納整理業務に関して、平成17年度以降においても嘱託

職員の雇用について対応するなど、少なくとも現状の体制から後退しないように

することが望まれる。 
 

⑦ 今までは、時効成立以外の不納欠損処理を実施していなかったが、回収可能性の

判断について慎重を期した上で不納欠損処理を実施することが望まれる。【意

見】 
時効成立以外の不納欠損処理を今までは実施していなかった。「不納欠損処分

は、県の債権を消滅させる重大な行政処分であることから、当該処理に当たって

は、特に慎重を期し、その資力状況の調査は徹底して行わなければならない」

（健康福祉部未収金徴収事務の手引き）が、私法上の債権について、「貸付償還

金の時効については、民法第145条の規定により債務者による時効の援用が必要

とされているが、所在不明者の場合の取り扱い」は「債務者がその援用する見込

みがあるものとみなして取り扱って差し支えない。なお、みなし消滅整理する場

合は、官公署の不在証明等の書類を作成しておく必要がある。」（母子・ 寡婦福祉

資金貸付制度の運用上の疑義回答集について 昭和54年8月2日 児福第20号 厚

生省児童家庭局母子福祉課長通知）とされており、所在不明者については回収可

能性を見極め、積極的に不納欠損処理をすべきである。回収可能性のきわめて低

い所在不明者に対する貸付金を正常債権として位置づけて管理していることは、

県民に対する説明責任の観点からは不適切であり、回収可能性の判断について慎

重を期した上で不納欠損処理を実施することものである。 


